
図表：NZGOALの審査および公開プロセスに関するフローチャート
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「権利無
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行政機関が公開しようとする素材は、著作権のある作品である
か、もしくはそれを含むか？

行政機関は、作品の著作権を保有して
いるか、もしくは当該作品の使用許諾を
行うのに十分な権利を有しているか？著作権の分析は終了し、

行政機関は第2段階へ進

める。素材は、制限がな
い場合には、オープンア
クセス条件で公開される
べきである。

関連する権利を獲得し
て進むか、二次的利用
を伴う公開を行わない
か。

作品には制限のない
CC BYライセンスが与
えられるべき。

この制限は、素材の
変更や匿名化によっ
て対策できるか？

公開および二次的
利用に関して何か
制限はあるか？

この制限は、あらゆる形式の公開を妨げるのか？

公開および二次的
利用に関して何か
制限はあるか？

適切な場合、制限的利
用条項を準備して、限
定された公衆に公開す
る

出版および公開しない

制限的契約条件のもと
で限定された公衆に公
開するかどうかを考慮
する

適切な場合、限定的ラ
イセンスを準備して、
限定された公衆に公
開する

限定的ライセンスの場合

選択したクリエイティブ・コモンズ・ライセンス
証を利用して、それを公開時に付けるよう準
備する。あらゆるオンライン公開に関して、
クリエイティブ・コモンズが生成したコードお
よびメタデータを含める。

他のクリエイティブ・コモ
ンズ・ライセンスと連携す
るライセンスを考慮する
（創造性、信頼性および
無差別原則を考慮する）、
もしくは、限定的ライセン
スを適切であるとする

素材内に含めるか、
公開時に「権利無
し」の文言を含める
よう準備

クリエイティブ・コモン
ズ・ライセンスが選択さ
れた場合
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５．著
作者人
格権の
チェック

６．
フォー
マットの
選択

７．公
開

著作者人格権は発生しているか？もしそうなら、作者
は、この権利を強く主張したか？

作品の出版時、もしくは商業的にこれを改
変する際、さらに一般にこれを上演するか
放送する際に、作者は特定されるか？

公開前に望ましいフォーマットについて一般
から意見を求める。もしくは、公開用の素材を
一つ以上の標準に従ったフォーマットで準備
することで、公開後に利用者がこれらの
フォーマットに満足しているかどうかについて
調査する。素材が独自仕様フォーマットで公
開された場合、それがオープンで非独自仕様
のフォーマットでも公開されるように努力する。

行政機関は利用者がどのフォーマットで素材を
公開してほしいか知っているか？

政府もしくはサードパーティーが運営しているかどうかに関して、公開のための
適切な経路を選択する。可能な場合は行政機関独自のウェッブサイトに含め、
外部AtomもしくはRSSフィードを含める。データセットに関しては、
data.govt.nz上で発表してリストに掲載する。公開を宣伝して出来るだけ広く理

解してもらう為に、プレスリリースおよび（または）ソーシャルメディアを利用する
かどうかを考慮する。
以上を受けて公開する。

実施可能な範囲で、素
材がそのフォーマット
で公開されるよう準備
する。素材が独自仕様
フォーマットで公開され
た場合、それがオープ
ンで非独自仕様の
フォーマットでも公開さ
れるように努力する。
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